
本日30 分間無料。法律相談
本日お配りしているこのチラシをご持参していただきますと、後日、法律
相談が 1時間無料でご利用いただけます。無料相談会実施中
※ご予約が必要となりますので事前に下記電話番号までご連絡ください。

さらに

セミナー詳細

セミナー講師

　医療事故と介護事故は、一般的に、責任追及の方法が似ているといわれています。
従って、医療事故における責任追及方法、介護事故責任追及方法、更には、そのディフェンス方法
まで策定が可能となります。
　当弁護士法人は、医療事故に関する年間ご相談件数が 960 件以上、月の受任件数 15 件以上と、
医療事故に関する知識と経験が極めて豊富な法律事務所です。
　今回はその知見を生かして、介護事業者が「加害者」の立場に立たされた場合ディフェンス最
新のデータも踏まえてお話しようと思います。

執行役員･弁護士　長谷川 桃

徹底したリーガルサービスと不動産法務ソリューションを追求します

〒163-1128 東京都新宿区西新宿 6-22-1 新宿スクエアタワー28F 東京本部

大阪府大阪市北区曽根崎 2-5-10 梅田パシフィックビル401〒530-0057　大阪支部

埼玉県さいたま市大宮区宮町 2-96-1 三井生命大宮宮町ビル 5F〒330-0802　大宮支部

弁護士法人アヴァンセリーガル グループ

弁護士法人アヴァンセリーガル グループ

0120-631-685

弁護士法人アヴァンセリーガルグループ

14:30～ 15:30 セミナー B会場にて開催セミナー開催 開催時間 場　　所

高齢者
住宅フェア

10/30
(火)

in 
大阪

医療事故対応から考える介護事故における
施設側ディフェンスのあり方

開催テーマ


